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○大府市文化活動事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の文化の振興に寄与することを目的とし、芸術文化活動事業を

行う団体又は個人（以下「文化活動団体等」という。）に対し、予算の範囲内において

交付する大府市文化活動事業補助金（以下「補助金」という。）に関し、大府市補助金

等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象等） 

第２条 補助金の交付の対象となる文化活動団体等は、原則として１年以上の活動の実績

を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 市内に住所又は活動の本拠を置く団体 

⑵ 市内に住所を有する者で大府市税を滞納していないもの 

⑶ その他市長が認めたもの 

２ 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、広く市民一般

を対象として行うもので、次に掲げる芸術文化活動事業のうち、市民文化の振興に寄与

する事業として市長が選定したものとする。 

⑴ 美術（日本画、洋画、版画、彫塑、工芸、書、写真等）の発表又は展示 

⑵ 音楽（民謡及び吟詠を含む。）の公演又は発表 

⑶ 舞踊（民踊を含む。）の公演又は発表 

⑷ 演劇又は大衆芸能（落語、講談、浪曲、漫才、寄席、演芸等）の公演又は発表 

⑸ 映画（ビデオを含む。）の制作上映 

⑹ 刊行物（詩、短歌、俳句、川柳、小説、随筆、童話等の文学及び大府市の郷土文化

に関するものに限る。）の出版 

⑺  その他市長が認めたもの 

３ 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別に定める。 

４ 前３項の規定にかかわらず、前項に規定する補助対象経費が５万円未満の事業は、補助

金の交付の対象としない。 

５ 補助金は、当該年度に実施される補助対象事業に限り、交付する。 

６ 補助金は、文化活動団体等につき、同一年度において補助対象事業のいずれか１件に

限り、交付する。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、補助対象経費から収入（補助事業の実施に伴う入場料、広告料、

企業協賛金、売上金その他の収入をいう。）を控除した額の２分の１の額（その額に

１,０００円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額）とし、２０万円を限

度とする。 

（補助の要望） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、あらかじ

め補助金交付要望書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（内定通知） 

第５条 市長は、前条の補助金交付要望書を受理した場合において、その内容を審査し、
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補助金を交付すべきものと認めたときは、当該補助申請者に内定通知をするものとする。 

（交付の申請） 

第６条 前条の内定通知を受けた補助申請者は、規則第４条に規定する補助金等交付申請

書を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

（交付の決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金の交付を決定し、規則第６条に規定する補助金等交付決定通知書によ

り当該補助申請者に通知しなければならない。 

（事業内容の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた補助申請者（以下「補助事業者」という。）が、補助

金の交付の決定を受けた補助対象事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更又は

廃止しようとするときは、規則第９条に規定する補助事業等計画変更届を市長に提出し、

あらかじめ、その承認を受けなければならない。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１０条に規定する補助事業等

実績報告書に収支決算書及び補助金請求書を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付） 

第１０条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助事業の完了確認後、補助

金を交付するものとする。ただし、補助事業の目的達成のため特に必要があると認めら

れるときは、規則第１１条第２項の規定により、補助金の全部又は一部を前渡しするこ

とができる。 

（調査等） 

第１１条 市長は、補助事業について補助事業者に対し必要な指示をし、報告を求め、又は

調査をすることができる。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決

定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

⑴ この要綱又は交付決定に付した条件に違反したとき。 

⑵ 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

⑶ 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があったとき。 

（委任） 

第１３条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領に定めるもののほか、市長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成４年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 
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○大府市文化活動事業補助金交付要領 
 

１ 趣旨 

この要領は、大府市文化活動事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助対象団体の要件 

交付要綱第２条第１項第１号に規定する団体は、次の要件をすべて満たすもののうち、

市長が認めるものとする。 

⑴ 主として団体構成員が市内に住所を有する者であること。 

⑵ 規約又はこれに準ずるものを有すること。  

⑶ 代表者及び所在地が明らかなこと。  

⑷ 経理が明確になされていること。  

⑸ 団体への入会に関して、排他的な条件を付していないこと。 

⑹ 政治団体又は宗教団体でないこと。 

３ 補助事業の要件 

 交付要綱第２条第２項の規定にかかわらず、次の事業は、補助金の交付の対象としない。 

⑴ 市外の会場において開催されるもの 

⑵ 他の公共団体等から補助を受けているもの 

⑶ 政治的又は宗教的宣伝意図を有するもの 

⑷ 特定の団体又は個人を対象とし、広域的な参加が見込まれないもの 

⑸ 営利を目的とするもの 

⑹ 入場料が社会通念上の範囲を逸脱しているもの 

⑺ 学校、企業、事業所等での文化活動事業 

⑻ いわゆる教授所、教室等が行うけいこごと、習いごと等のおさらい会、発表会等 

⑼ 寄附行為等を行う、いわゆるチャリティー事業 

⑽ 刊行物の発表会及び頒布会に類するもの 

４ 補助対象経費及び補助対象外経費 

 交付要綱第２条第３項に規定する補助対象経費及び補助対象外経費は、別表のとおりと

する。 

附 則 

この要領は、平成４年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 
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別表 

⑴ 補助対象経費 

項 目 内 容 備  考 

会場費 

会場使用料 
公演及び展示の期間（ゲネプロ、前日仕込み及び

バラシを含む。）に限る。 

附属設備使用料  

駐車場借用料 公演及び展示の期間に限る。 

舞台費 

音響照明費  

調律費 公演で使用するピアノに限る。 

楽器等借料 公演及び展示の期間に限る。 

文芸・音楽費 著作権使用料  

謝礼 

駐車場・会場整理・

受付・託児謝礼 

おおむね、シルバー人材センターの単価とする。展

示における会場整理、受付及び託児謝礼は除く。 

ビデオ撮影謝礼 １０,０００円以内 

印刷費 

プログラム・図録  

入場券  

ポスター・ちらし  

案内はがき 刊行物の紹介等の案内はがきは除く。 

消耗品費 

印刷用紙 
プログラム等を手刷り作成した場合の用紙代とす

る。事務連絡、会議、運営等に係るものは除く。 

看板 公演及び展示期間に会場に設置するものに限る。 

記録写真フィルム 現像焼付けを含む。５,０００円以内 

広告宣伝費 広告宣伝費 新聞等の広告掲載料及び新聞折込料 

通信費 郵送料 
案内状郵送料（送付先一覧を添付のこと。） 

事務連絡、会議、運営等に係るものは除く。 

印刷製本費 刊行物の出版 組版代、印字代、製本代及び製箱代に限る。 
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⑵ 補助対象外経費 

項 目 内  容 

舞台費 大道具、小道具及び衣装費 

運搬費 楽器運搬費、道具運搬費及び作品運搬費 

文芸・音楽費 台本費、楽譜料、作詞・作曲・編曲・訳詞料及び振付料 

印刷費 原稿料及びデザイン料 

出演料 出演料（指揮、出演、客演等）、演出料、舞台監督料及び展示指導料 

事務費 
マネジメント料、団体運営費、入場券・刊行物販売手数料及び展示手伝い

に係る費用 

食糧費 弁当、打上げパーティー、ステージドリンク、打合せ等に係る飲食費 

記念品代 賞金及び賞品（記念品、参加賞、記念写真、記録ビデオ等） 

交際費 祝儀及び手土産 

交通費 交通費 

その他 
花束、催事保険料及び楽器・事務機器・事務用品の購入費、郵送料（案内

状郵送料を除く。） 
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